
第５章

郷鎮企業における所有構造改革

――展開と評価――

はじめに

１９８０年代半ば頃から急速な成長を続けてきた農村工業などは，家族営農体

制のなかで必要でなくなった農業余剰労働力の吸収や農家の収入増加に大き

な役割を果たした。しかし，公有制主体堅持のイデオロギーや絶対的なモノ

不足という１９８０年代の状況を背景に，多くの郷鎮企業（とくに「蘇南モデル」（１）

が代表するような集団所有企業）は実質的に郷村政府（２）によって経営され，著

しい成長を遂げた。しかし，１９９０年代以降，市場の需給状況が過剰気味と

なっていること，私有経済の合法性が法律的に追認されたこと，それに国有

経済の所有制改革が本格的に着手されたことにみられるように，市場経済化

がかなり深化している。そうした新しい時代的状況に直面し，持続的な成長

を実現するために，郷鎮企業の経営管理や所有制に対する全面的な改革が推

し進められてきたのである。

本章では，１９９０年代以降郷鎮企業，とくに郷，鎮または村所有の企業に対

する所有制改革（以下では，所有制改革を「改制」と略す場合もある）に焦点

を絞り，改制の展開状況や問題点について既存の調査資料と筆者自身の行っ

た現地調査の資料を利用して検討する。



第１節 郷鎮企業の今日的状況

改制の分析に先だって，本節で郷鎮企業の今日的状況を明らかにしておく。

１９８０年代後半以降，中国経済に占める郷鎮企業のプレゼンスが急速に拡大

してきた。農業部の統計によれば，１９９８年に，国内総生産の４分の１強，工

業総生産の４５％，輸出総額の４割弱，財政収入の４分の１，農村社会総生産

額の３分の２，農家収入の３分の１が郷鎮企業からのものである（３）。しかし

注意を要するのは，そうした比率が１９９０年代初頭以来大きく伸びなくなった

という事実である（４）。実に，１９９２年以降郷鎮企業の成長は鈍化し始めたので

ある。郷鎮企業の雇用動向と経営効率の推移からその一端を覗いてみよう。

郷鎮企業の雇用動向については，過去２０年間大幅な上下変動がみられる

（図１参照）。１９８４年は郷鎮企業の生成・成長を制度的に支援することが決

定された年である。緊縮財政や「天安門事件」の影響を受けた１９８９年と１９９０

年を除くと，１９９０年代の初頭までの１０年近くにおいて，郷鎮企業の高度成長

ならびにそれにともなう雇用創出の拡大は農村経済の活性化に重大な影響を

与えた。１９７８年から１９９９年までの２０余年，農村就業者は１億６０００万人あまり

も増加したが，その６割強が郷鎮企業により吸収されている。しかし，郷鎮

企業の雇用創出はその９５％が１９８４年から１９９３年までの１０年間に集中した。競

争が激化しているなか，郷鎮工業企業を中心に，労働集約型から資本集約型

への構造調整を余儀なくされたことは上述した雇用面の変化をもたらしたの

である（５）。

郷鎮企業の経営効率も，マクロ経済の状況変化に応じて大きく変動した。

図２は郷村集団所有制企業の経営効率を表す赤字企業比率と赤字額の対税込

経営利益比率の推移を示すものである。１９９０年前後の数年間，金融引き締め

政策の実施などで郷村企業は大きな打撃を受けた。国有企業などに比べて郷

鎮企業は整理整頓の受け皿となりやすかったからである。１９９２年以降，改革

開放が加速したため，経営状況は一時的に回復したものの，１９９０年代半ば頃
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はかなり悪化した。１９９７年以降，改制の効果が出始めたせいか，郷村企業に

おける経営効率は改善する兆しを示した。

図１ 郷鎮企業従業員数の推移

（出所）農業部編『中国郷鎮企業年鑑』北京：中国農業出版社，各年版。

図２ 郷村企業経営効率の変化

（出所）図１に同じ。
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第２節 郷鎮企業における改制の展開

郷鎮企業の急成長は農業生産請負制が定着した１９８４年以降のことであり，

しかもそれは改革の設計者の全く予期しなかったものである（６）。私有経済が

活発な「温州モデル」や外資が多く入った「珠江モデル」はいうまでもなく，

郷村の集団所有が主流を占めた蘇南モデルでも，郷鎮企業は国家からの計画

指導をほとんど受けず，いわゆる計画経済体制の外部空間（市場）で経営活

動を展開してきた（７）。しかし一方で，経営効率を改善するために，企業の経

営管理体制や企業と行政の関係，所有と経営の関係をめぐってさまざまな改

革が試みられてきたことも事実である。

集団所有制企業における体制改革の大きな流れとしては，郷村政府による

企業の直接経営（１９８８年頃まで）→工場長請負制などの導入にともなう間接

経営体制への移行（１９８０年代末～１９９０年代初頭）→株式合作制（８）の導入による

所有と経営の分離（１９９０年代初頭～１９９７年頃）→集団所有の資産が企業から次

第に撤退し株式制を中心とする近代的企業制度の確立が目指される（１９９７年

頃以降），というふうに纏められる（９）。

本節では，そうした郷鎮企業における体制改革，とりわけ１９９０年代以降の

改制の展開過程について，制度・政策論的考察，集計データによる分析およ

び事例分析を通じて明らかにする。

１．改制の制度・政策論的考察

１９８０年代末までの中国では，企業改革に関する議論の的は企業の権限拡大

と利益誘導によるインセンティブの向上（放権譲利）か「価格改革」（自由化）

に絞られ，所有制の問題については少なくとも政策レベルでの議論はタブー

とされた。１９８８年の経済過熱とそれに続く景気後退，それに１９８９年の「天安

門事件」や１９９０年前後のソ連崩壊・東欧政変が加わり，公有制主体論や社会
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主義が強調された。ところが，１９９２年の「南巡講話」後，改革が社会主義に

合致するか否かを問うイデオロギー的論争に終止符が打たれた。同じ年に社

会主義市場経済体制の確立が体制改革の最終目標として第１４回党大会で決定

されるや，株式制の導入を中心とする国有企業の改造と近代的企業制度の確

立が大きく掲げられるようになった。そして，私有経済が社会主義市場経済

の重要な構成部分であることが第１５回党大会（１９９７年）で追認され，さらに

１９９９年の改正憲法にもそれが盛り込まれた。

郷鎮企業では，上述した全体的な流れから影響を受けながらも，独自の体

制改革が取り組まれた。１９８７年に，国務院は農村経済のさらなる発展のため

の新しい制度改革を進める目的で，全国各地で「農村改革試験区」を指定し，

郷村集団所有の企業を株式合作制で改造することを実験項目にあげた（１０）。

公有制主体論の影響もあって，自営・私営企業の成長が全体として遅れた一

方で，郷村集団所有の企業は規模の拡大とともに，国有企業に存在した行政

の経営に対する過度な干渉（「政企不分」），所有と経営の一体化，所有権の不

明確さなどに起因する諸問題（いわゆる「国有企業病」）を抱え込んでしまっ

たことが改革の時代的背景である。

農業部は試験区の実績を踏まえて，１９９０年に「農民株式合作制企業暫行規

定」を公布，施行した。当初の主要目的は自営・私営企業の規範化を図ると

ころにあったようだが，近代的企業制度の確立を改革の最終目標として決定

した第１４回党大会以降，既存の郷村集団所有制企業も改革の対象となった。

近年，農業部の「郷鎮企業の財産権制度改革に関する意見」（１９９４年）と「郷

鎮企業において現代企業制度を創設することに関する意見」（同年），それに

「中華人民共和国郷鎮企業法」（１９９６年）が相継いで公布，施行された。郷

村集団所有制企業の所有制改革も本格的に開始されたのである（１１）。

ところが，郷村企業の所有制改革は予め決まった内容と方法で行われたわ

けではなかった。１９９５年以前，請負制や企業集団の設立，リース制なども改

制の範疇とされたが，１９９０年代後半に入ってから，改制の対象となったほと

んどの企業は株式制，株式合作制，「租売制」（動産は売却するが，不動産は
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リースする）と一括売却のいずれかに分類されうる。零細な企業または経営

効率の悪い企業は売却され私有化されるが，大型・中型企業の場合は，株式

制あるいは株式合作制が導入されるケースが多い。近年の蘇南モデルでも郷

村企業のほとんどが実質的に株式制か競売による所有制改革が進められてい

る。

郷村企業における改制のプロセスは，集団資産が売却され私有化される過

程であり，郷村政府が企業の経営活動から次第に退出していった過程でもあ

る。私有化と政経分離の過程が１０年以上もの年月を要した背景には以下のよ

うな郷鎮企業を取り巻く制度的・社会経済的環境の変化があったといわれて

いる（譚［１９９９:４５―５１］［２０００:３０―３６］）。

１９８４年に，農民による私営企業（被雇用者８名以上の個人経営企業）の創設

が初めて許可された。郷村企業にとって，これは物資，資金，労働力や経営

者など人的資本を獲得する際に強力な競争相手が現れたことを意味する。同

年，計画経済体制に対する全面的な改革もスタートした。製品市場と要素市

場に対する規制が緩和され，国営企業に対しては「自主権拡大とインセン

ティブの賦与」を内容とする改革が進められ，経営者と労働者の経済的利益

が部分的に認められた。そうしたなかで郷村企業の競争環境が一段と厳しく

なり，国のさまざまな規制があるゆえにできたレント・シーキング（１２）が相

対的に困難となってきた。また，１９９０年代初め，金融体制改革が行われ，金

融機関は行政府の付属物でなくなった。それで信用資源に対する郷鎮政府の

支配権も弱まった。さらに１９９４年以後，税制改革によって郷鎮企業に対する

優遇税制が見直されたと同時に，所有形態の異なる郷鎮企業に対して統一し

た税率が適用されるようになった。その結果，集団所有制企業の私営企業に

対する相対的優位性がなくなったのである。

一方で，集団資産の私有化の正当性に対する理論的な説明も試みられてい

る。最も有力な解釈として，取引コストの最小化をいかに実現するかという

基本命題のもとで改制の方法や過程を論ずるものがある。郷村集団所有制企

業の改制において少なくとも本来の所有者である農民，郷村政府，企業経営
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者および企業従業員（所有者でもある）の４者が存在する。改制が利権関係

の調整過程であるという観点から，本来ならば，私有化は関係者の合意に基

づく公共選択の問題である。しかし，取引コストの節約という原則に照らし

ていうと，所有者の公共権利が強調されてはならず，権力者（郷村幹部）と

財力者（元企業経営者）が第三者からの干渉を受けずに売買の取引を行った

方が取引コストの節約にとって有利である。したがって，市場経済に移行す

る際の所有権の分配において，ある程度の社会的不公正があっても仕方がな

いという論調が台頭した（１３）。

２．集計データにみる改制の進展状況

農業部の統計によれば，１９９８年末までに，さまざまな制度改革を行った郷

村企業は全体の８割に達し，そのうち，所有制改革を行ったものは郷村企業

の３分の１に上ったという。また，所有制改革の内容については，株式合作

制を導入した企業は改制企業の６３．３％を占め，それに有限会社（４．６％）と

株式会社（１．６％）を含めると，いわゆる近代的企業制度を導入した企業は

改制企業の約７割にも達した（１４）。

表１は郷鎮企業における改制の実態に関する集計数字であり，全国平均と

代表的な３地域の状況を表すものである。同表によれば，株式合作制あるい

は株式制（すなわち，有限会社もしくは株式会社）を導入した郷鎮企業（集団

所有制企業と自営・私営企業を改造したものおよび新設されたものの両方を含む）

は１９９８年に１９万社を数えるが，株式制企業と株式合作制企業はそれぞれ

１２．３％と８７．７％を占めた。また，集団所有制企業における改制企業の比率は

９．２％と非常に低い（１５）。ところが，改制の進展状況については大きな地域格

差がみられる。たとえば，江蘇省では集団所有制企業における改制企業の比

率は２６．８％にも達したが，広東省は同時点でほとんどゼロである。また，所

有制改革が行われた企業のうち，元集団所有制企業の占める比率は江蘇省で

は８２．７％にも上ったのに対して，浙江省と広東省ではともに３分の１程度に
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表１ 郷鎮企業における所有制改革の実態（１９９８年）
（単位：社，％）

全 国 江蘇省 浙江省 広東省

ａ．改制企業数・合計 １８９，８３１ ２５，１２０ ２８，０２２ ２，５９０

株式会社・有限会社 ２３，３０１ １，９６７ ３，６００ ４６４

株式合作制企業 １６６，５３０ ２３，１５３ ２４，４２２ ２，１２６

!１集団所有制企業の改造 ９７，９７３ ２０，７６４ ９，１２２ ９１４

!２自営・私有企業の改造 ４０，９１９ １，７４０ ２，４３１ ８３２

!３新設企業 ２７，６３８ ６４９ １２，８６９ ３８０

ｂ．改制企業数の内訳・合計 １００ １００ １００ １００

株式会社・有限会社 １２．３ ７．８ １２．８ １７．９

株式合作制企業 ８７．７ ９２．２ ８７．２ ８２．１

!１集団所有制企業の改造 ５１．６ ８２．７ ３２．６ ３５．３

!２自営・私有企業の改造 ２１．６ ６．９ ８．７ ３２．１

!３新設企業 １４．６ ２．６ ４５．９ １４．７

ｃ．郷鎮企業総数 ２０，０３９，３５３８９２，０６２１，０２６，１８０１，４０３，０５０

ｄ．集団所有制企業数 １，０６５，８２５ ７７，５６１ ６４，７１１ １１４，６５５

集団所有制企業の改制比率（a・!１／d） ９．２ ２６．８ １４．１ ０．８

集団所有制企業比率（d／c） ５．３ ８．７ ６．３ ８．２

（注） 資料の制約より「集団所有制企業の改制比率」には株式会社・有限会社に改造されたもの

が含まれていない。

（出所） 農業部編『中国郷鎮企業年鑑１９９９年』北京：中国農業出版社，１９９９年。

表２ 株式制・株式合同制企業総資本金の変化と内訳
（％）

年次／地域 資本金指数 国家資本 郷村資本 外 資 法人資本 個人資本

１９９３ １００ ３．２ ５２．９ ０．０ ２５．２ １８．７

１９９４ １８２ ２．６ ４８．９ ４．７ １７．４ ２６．４

１９９５ ２１６ ２．８ ４３．０ ６．６ ２０．１ ２７．５

１９９６ ２１５ ３．０ ４３．５ ８．７ １９．３ ２５．５

１９９７ ３１５ ２．３ ３７．０ ７．２ ２１．２ ３２．２

１９９８ ３６７ ２．３ ３３．７ ５．７ ２２．９ ３５．３

１９９９ ３８９ ２．２ ３１．６ ５．７ ２２．９ ３７．７

江蘇省 ０．４ ３７．１ ５．２ １９．７ ３７．７

浙江省 ０．６ １３．０ ５．３ ２１．９ ５９．２

広東省 １．３ ３２．３ １７．８ ２３．６ ２５．１

（出所） 図１に同じ。
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とどまった。これらの数字から改制の多様性がうかがえる。

一方で，所有制改革が行われた企業の固定資産の総額と構成の変化を表２

に基づいて説明する。同表から明らかなように，改制企業の固定資産総額は

１９９３年から１９９９年にかけて２．８９倍（名目）も増大した。それと同時に，所有

主体別構成には注目すべき変化が起きた。国家資本（１６）は非常に少なく，し

かも減少する傾向があるのと対照的に，外国資本は少ないものの，国家資本

を上回り，急増する傾向がみられる。法人資本のシェアがほとんど横這いで

ある。最も注目すべき変化は，郷村資本が急速にシェアを減らし，かわって

個人資本が急増してきた，ということである。これはいうまでもなく，１９９０

年代以降市場経済化が加速したことの結果である。

ところが，清華大学が浙江省と江蘇省の郷村企業を対象にした現地調査の

結果によれば，国が積極的に進めてきた株式合作制を主内容とした改制は現

場では必ずしも良い評価を得ておらず，株式制に比べて株式合作制の企業が

あまり成功していないという。郷村幹部または企業経営者のなか，「一株一

票」の株式制と「一人一票」の合作制の違いすら理解していない人も多い。

集団資産をすべて私有化させ，しかも経営者個人による全株の絶対支配が望

ましい，という意見が根強くある（秦［１９９７a:５―７］［１９９７b:１０５―１１５］［１９９８:９９

―１１０］）。

また，株式合作制は制度として以下の欠点をもっているともいわれている。

共同出資・共同経営の企業形態では経営権の集中が困難であること，株を

もって就労する権利が保障されることが従業員の素質の向上を妨げること，

株の流動化が制約されるため企業が閉鎖的性格を帯びてしまうこと，などが

その典型である。そうした欠点を克服する手段として，浙江省などでは競売

をとおしての株式制が広く受け入れられている。ここ数年，集団資産の売却

は農業部の指導した「零細な規模で経営効率も悪い企業」からではなく，経

営状況の良いもの，規模の大きいものが先に選ばれて私有化されている，と

報告されている（王・汪［１９９８:４７―５１］）。
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３．蘇南モデルにおける郷村企業の改制

近年，所有制改革が急ピッチで進められているなか，各地域における改制

の取り組みを事例研究で解明しようとする研究成果が多く発表され，改制の

多様性が浮かび上がっている。ここで，既存の調査資料や筆者自身が蘇南で

行った現地調査の資料（１７）を利用して，象徴的な存在であった蘇南モデルに

おける改制の展開過程を分析する。

!１ 蘇南郷村企業の所有制改革

蘇南地域では所有制改革は１９９７年１０月の第１５回党大会を背景とした。１９８０

年代末から１９９０年代初頭までの間，私有化・民営化改革が一部で試みられ，

私有経済もかなり成長してきたが，制度的に改制を本格化させたのはここ数

年のことである。

１９９９年初めまでに，蘇州・無錫・常州（蘇南モデルの対象地域とされた）で

は，郷鎮企業のうち，企業数で８１．６％，固定資産額で６４．６％に対して所有制

の改革が行われた。株式制または株式合作制を導入する際に，集団資産は一

定の基準で国家株，社会株，郷村集団株，企業集団株，社会法人株，従業員

個人株，その他個人株などに分割される一方で，企業は株式を発行し従業員

などから資金を集めることもある。改制の方法には，!１小規模で経営効率も

悪い企業は競売にかけられ私有化される，!２普通の中企業は経営者が株を支

配する有限責任会社に改造される，!３経営効率のよい大企業が株式会社に改

編される，!４債務超過の企業は基本的に無償で現職の経営者に譲られる，な

どがある。今回の改制をとおして，所有権の人格化が実現されたこと，経営

者が所有権の大部分を獲得したこと，郷村幹部が企業の経営活動から退出し

たこと，などの特徴があげられる（顧・銭［１９９９:６０―６４］）。

ところが，蘇州市農村経済研究会の調査によれば，改制後の企業の統治機

構が規範化されておらず，株主大会，取締役会，監事会の組織すらないとこ
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ろが多い。またそういう統治機構があっても，実質的に郷村主要幹部の管轄

下にある集団経済組織による株の絶対的支配があるなかで，企業経営の独自

性が保証されないことがある（とくに大企業の場合）。また，「経営者は大株

主となり，中間管理者は全員株主になり，一般従業員は自由選択」という改

制の基本方針があるために，経営者の利権が考慮されるあまりに一般従業員

の利益が無視されがちである。株を有する一般従業員の比率が低く，全株に

占めるシェアも非常に低い。経営効率の良い企業の場合には，株の購入は一

種の利益であり，経営者や中間管理層はそれを多めに取得するような操作が

行われる。逆にそうでない企業の場合には，一般従業員は自らの職を確保す

るために本心では購入したくない自社の株でも買わざるをえない，という状

況が一般的である，という（１８）。

!２ 呉江市郷村企業の改制（１９）

呉江市は蘇州市所管の県級市であり，郷村集団所有制企業の非常に発達し

た地域でもある。同市の郷鎮企業の歴史は解放以前（１９４９年以前）にさかの

ぼる。家庭の養蚕からスタートした農村非農業は，１９５０年代の萌芽期，１９６０

年代の徘徊期，１９７０年代の始動期，１９８０年代の発展期を経て，１９９０年代以降

は所有制の改革を主内容とする質的な向上の段階に進んでいる。１９９９年後半，

ほとんどの集団所有制企業は，資産の評価・競売・公証などの手続きを経て，

「公開・公正・公平」という原則のもとで所有制の改革を完了したという。

たとえば，同市の平望鎮では，集団所有制企業の改制が１９９７年１０月にス

タートしたのだが，１９９９年９月現在，９２％の鎮有企業，９５％の村有企業の資

産が改制を完了した。具体的には，２０の零細企業が競売され私営企業に変

わった，有限会社に改造された企業は２９もあるが，集団が株を支配している

のは１社だけ，「動産を競売にかけ，不動産は貸借する」方式で改造された

企業は５４社ある。

改制前において，鎮所有企業に対する管理が農工商総公司（経営管理弁公

室８人，工業公司１４人，農業公司１４人，複合経営公司１４人と外貿公司６人から構
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成される合作経済組織）によって行われた。改制後，農工商総公司は合作経

済組織から行政公司に改組され，鎮党委員会書記は総公司の董事長，副書記

と鎮長は副董事長を務めることになった（４人とも郷鎮企業の工場長経験者で

ある）。具体的な経済運営において党・政・経の実質的な「三位一体」はほ

とんど変わっていない。ただし，鎮所有資産の日常的な管理・運用は総公司

のなかに設置されている集団資産経営公司によって担われており，資産経営

公司は株主として企業の経営などを監視するものの，賃金，人事，価格など

の権限が完全に企業に移譲されている。

鎮所有企業の改制過程をより詳しくみるために，ここで呉江市永鼎集団公

司の事例を取り上げる（２０）。永鼎集団公司は江蘇省永鼎股!有限公司，八つ

の経営公司と数カ所の工場からなっている。１９９８年末総従業員１２００人が働く

この通信材料産業の大手企業は２０年ほど前，実にわずか２万元で飲料ボトル

の生産を始めたごく一般的な郷鎮企業であった。ここで過去２０年間の軌跡を

記す。

１９７８年に創業者自身は借金した２万元で芦墟鎮プラスチック廠を創り，飲

料ボトルなどの生産を始めた。政府は企業の経営に直接に関与し，創業当初

の企業は「社弁企業」（人民公社の経営する集団所有制企業）であった。１９７９

年に芦墟鎮プラスチック廠は呉江電線二廠に改名され，照明用電線の生産に

転じる。１９８３年に南京某企業に勤める地元出身者の紹介で郵電部系統の国営

企業から電話コードの下請け生産を開始した。１９８４年に上海の某企業と提携

し，電線の生産を開始した。１９８８年に主に通信用のケーブル，光ファイバー

を生産する。１９８９年に２度目の改名をして蘇州通信電纜総廠になった。１９９４

年に永鼎集団公司が成立し，株式制が導入された。１９９７年９月に上海証券取

引所に上場し，１億３５００万株のうち３５００万株を流通株とした。１９９９年５月に

上海財経大学の専門家の指導を受け，私有化を主内容とする第２段階の所有

制改革が実施された。

１９９９年９月現在，永鼎集団公司の純固定資産額は３億元に上るが，所有の

構成は以下のとおりである。"１廬虚鎮農工商総公司は全株の５１％（１億６０００
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万元相当）を有する。農工商総公司の董事長は鎮党委員会書記の兼任であり，

永鼎集団公司の副董事長を兼務している。５１％の株をもつ理由は集団所有主

体論によっているが，企業の経営活動に対して農工商総公司の介入が実質上

ない。!２董事長をはじめとする集団公司内の関係者は４９％の株を所有する。

その内訳は経営管理者（１１～１２人）が３０％，技術者と営業人員４００～５００人が

３０％，一般従業員が４０％となっている。１億４０００万元相当の個人株のうち，

半分の７０００万元が鎮から無償で配分され，個人が実際に支払ったのは残りの

７０００万元だけである。改制の結果，董事長は２０００万株（呉江市の規定では全

資産の１５％位を所有する必要がある）を占有し，工場長は１００万元以上の所有

権をもつことになった。購入代金の一部は銀行からの融資で払われているが，

数年にわたっての分割払いも認められている。

４．山東省"博市周村区王村鎮の事例

山東省"博市は国務院が１９８８年に指摘した「農村改革試験区」（実験の主

な課題は郷鎮企業の株式合作制改革とされた）の一つである。同地域における

郷村企業の所有制改革についてはこれまで数多くの調査が実施され，調査研

究の結果に基づいた政策提言は後の全国郷鎮企業の改制に大きな影響を与え

た。その意味で実験区における改制のプロセスなどを考察することは郷鎮企

業の改制全体を伺い知るうえでも重要である。そこでここでは，中国社会科

学院農村発展研究所が行った実態調査の資料を利用して，実験区での改制の

展開過程，改制後の集団資産の管理・運用などを明らかにする（譚［１９９９:４５

―５１］，苑［２０００:１４５―１６２］）。

王村製紙機械廠は元鎮有企業であった。１９８８年に所在地が実験区と指定さ

れた直後，株式合作制が導入された。株の所有構造は集団７０％，従業員３０％

と集団所有が主体となる構造が保たれた。しかし，改制の深化にともない集

団資産の私有化傾向が強まった。１９９４年に集団所有純資産の１０％が鎮所有と

されたうえ，その２０％が全従業員に無償に配分され，残りの７０％が企業内の
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幹部，一般従業員および外部の個人に売却された。改制後の所有構造は総経

理が３０％，３人の副総経理（副工場長）がそれぞれ１０％，一般従業員と外部

株主３００人が３０％であった。株の購入代金は３年間分割払い（年末の配当を

もって）でもよいが，経営者は所持する株を５年以内は転売してはならない

とされた。金額でいうと，総経理の株は４００万元にも上り，一般従業平均の

１５００元，あるいは中間管理層平均の２０００～２８００元と全然桁が違う。

王村鎮所有のほかの９社もほとんど同じ時期に，似た方法で集団資産の私

有化過程を完了させた。王村鎮は集団資産を売却して１６００万元の貨幣資産を

回収した後，王村鎮集団資産経営公司を創設し，集団資産の有効な管理と運

用に仕事の重点を移した。

１９９５年８月に，集団資産経営公司は独立した法人企業として工商行政管理

局に登録した。董事長と総経理はそれぞれ鎮長と鎮経済委員会主任による兼

任であるが，主要な業務は売却された集団資産の資金回収，集団株の配当収

入や土地使用料などの資産を管理・運用することである。集団資産経営公司

は長期的な生産投資をやめ，支柱企業の流動資金不足を解消するための融資

を中心的な業務に据えている。また，１９９８年６月に，各村から１名の株主代

表（村の支部書記か村長）を吸収した形で集団資産経営公司の組織改造が行

われた。１９９９年初め，資産経営公司はさらに鎮経済委員会から切り離された。

鎮としては残りの１割の資産も企業に譲渡し，生産領域から完全に撤退しよ

うとしている。

集団資産の運用収入がどのように使われているかをみると，１９９７年と１９９８

年に，資産経営公司の上納資金は鎮予算外財政収入の５１．８％と５８．８％を占め

た。予算外の財政支出は主として都市建設，行政経費の補助と教育事業支出

に使われているという。

以上のように，株式合作制から株式制への移行過程で，集団所有制企業の

株式が経営者層とくに元経営者に集中される傾向が強く，一般従業員全員が

企業の株主になる現象は生じなかった。これは，郷村政府が集団資産の所有

権を手放し，従業員全員株主化を目指す株式合作制の改革方式が根底から否
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定されたことを意味する。改制当初において，従業員に一部の株が配分され

たことは改制への抵抗を和らげ体制移行にともなう社会的コストの低減を実

現するための手段であったのかもしれない（２１）。

元経営者が集団資産の大部分を私有化してしまった背景には政策的な優遇

があった。元企業経営者に集団資産を購入する優先権が与えられたこと，企

業資産の一部が優先的に元経営者に配分されたこと，実質的な非公開取引に

よる集団資産の過小評価，購入代金の分割払い制度などがそれである（鄒・

戴・孫［１９９９:５９―６５］）。

集団資産の売買過程において大きな不公正の問題が存在し，多くの集団資

産が改制の過程で流失してしまった，との批判はあるが，現実問題としては

それを無くすことが困難であるという。改制以前，集団所有制企業の運営に

は委託と代理の関係が存在する。しかし，監視手段の不備や情報の非対称性

の存在，所有権の非流動性などが原因で，企業経営者による企業の実質的な

支配が一般的である。つまり，企業経営者が長期間にわたって企業を支配し

ていくなか，いわゆるインサイダー・コントロールが強まった。また，長年

の企業経営のなかで蓄積された経営ノウハウなどは改制の過程で重要なカー

ドとしても使われる。結局，元企業経営者には株を優先的に購入する権利が

与えられ，しかも支払う方法や価格の面でもさまざまな優遇策が適用された

のである。

上述した改制の現実に対して，農村発展研究所は肯定的な評価を与えてい

る。それを要約しよう。すなわち，郷鎮企業の所有制改革は市場化の方向に

即して行われたものである。市場の生成と機能強化こそが郷村政府の企業経

営に対する優位性を失わせ，企業の所有者としての欠点をあらわにしたので

ある。同時に市場の発達は経営者の役割を強め，最終的に経営者は郷村政府

の代理人から企業の主要な支配者となった（譚［１９９９:４５―５１］）。
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第３節 郷鎮企業における改制の評価

郷村企業に対する所有権改革の基本理念や方法，効果についての評価は論

者によって多少異なっているが，大雑把にいうと，所有権の明確化と人格化

が実現され，農村の社会経済が全体として安定しているという現状から改制

は概ね成功したと肯定する主流派（結果重視論）と，改制のプロセスが不透

明で，本来の所有者である農民や一般従業員が政策決定の過程からほぼ完全

に排除された事実から改制は大きな社会的不公正を伴ったものと厳しく批判

する慎重派（プロセス重視論）との二つがあると思われる。

１．改制に対する当事者の評価

ここでまず，南京農業大学郷鎮企業幹部管理学院の学生が１９９７年夏期江蘇

省の６００あまりの企業を対象に実施したアンケート調査の結果（無効票を除い

た４７５人の集計）を簡単にまとめよう（包・袁［１９９８:５２―５７］）。同調査の内容

は，所有制改革の前と後の経営状況，労働条件（給与と福利厚生）と労使関

係の変化，政策決定に対する関係者（郷村政府，元企業経営者および一般従業

員）の参加状況，株購入の自主性などと多岐にわたったが，集計結果から以

下の点が明らかとなった（２２）。

第１に，改制後，企業の管理水準と経済効率が著しく向上したとみる経営

者の比率はそれぞれ６２．５％と４９．１％なのに対して，一般従業員の同比率はわ

ずか１７．６％と１３．０％にとどまり大きな認識のズレがみられる。

第２に，改制後，労働条件が悪化したと答えた者の比率は全回答者におい

て一桁にとどまったが，一般従業員の同比率は相対的に高い。給与が増えた

とか福利厚生が良くなったという回答者の比率は労働者が経営者を大きく下

回ったものの，全体としては給与と福利厚生からみる労働条件が幾分よく

なった（２３）。
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第３に，改制後，大半（７４．３％）の経営者は従業員との関係がより密接に

なったと答えたが，一般従業員が同じ評価を下したのは回答者の３分の１に

とどまり，「疎遠となった」との回答者は１５．１％に上り，経営者の６．２％の倍

以上となった。伝統的な幹部対大衆の関係が後退し市場経済下の労使関係へ

の移行が進んでいることの現れであろう。

第４に，改制の展開過程において郷村政府ならびに郷村企業を主管する機

関（農工商総公司など）が最も重要な役割を果たしたことは経営者と一般従

業員の共通認識である。回答者の４割弱は郷村政府，２割強は主管機関，４

分の１は郷村政府と経営者の話し合い，により改制が進められたとみている。

「従業員全体の表決で行われた」と答えた者はわずか７％にすぎない。一般

従業員が改制の過程から完全に排除された結果の現れである。

第５に，３分の１強の回答者は，改制で形式は変わったが，中身が変わっ

ていないと酷評した。また，一般労働者の３割近くは集団の資産が過小評価

されたと回答したが，経営者の同問題への回答比率は１割未満であった。

第６に，「従業員全員株主化を提唱せず経営者による多数株の所有を推進

する」という基本原則が広く認識されている。しかし実際には，「株購入の

自主権が保証された」と答えた人は３５．４％しかなく，３割強の回答者は株の

購入を義務づけられたとしている。だいたいの場合，経営効率のよい企業の

株は自主的に購入されるが，経営者や中間管理層への集中が多い。経営困難

な企業の場合，株式を半ば強制的に従業員に買わせた。買わないと失業の可

能性があるからだ。

第７に，改制の最大の受益者はだれか。一般労働者の７割近くはそれが経

営者だと答えた。企業の経営者も自らの受益を認めつつも（２７．４％の回答者），

株主を最大の受益者にあげた（４７．３％）。「最大受益者」と答えた者の内訳は，

企業経営者４８．３％，中間管理者３．４％，郷村の幹部４．７％，株主３２．４％，一般

労働者１１．２％となっている。この結果は政策決定過程への関係者の参加状況

と深く関係している。
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２．主流派による改制の評価

これまでのところ，郷村企業の改制は国有企業のそれに比べて順調に行わ

れているが，その背景には少なくとも以下の特殊な条件があったと思われる。

まず第１に，農民企業であるがゆえに，リストラにともなう雇用の減少は重

大な社会問題にはならず，改制のリスクはその分だけ少なかった。第２に，

本来の所有者である農民たちは，所有制改革の過程で資産の評価や所有権の

配分などの議論に実質的に参加できず，ほとんどの重大事項が郷村の幹部と

元企業経営者の間で決着されたため，利権関係の調整はそれほど多くの時間

を費やさずにすまされたのである。

譚は，所有権の明確化や集団資産の私有化，それに行政府の企業経営から

の退出が市場経済化改革の基本方向に即している，という現実に立脚し，改

制のプロセスと結果を概ね評価した（潭［２０００:３０―３６］）。制度的環境は市場

の取引コストに影響を与え，ひいては企業の所有権の改造にも影響を及ぼす。

政府が企業の所有者として機能しえたのは，不完全な市場のもとで，資源に

対するコントロールが可能であり，しかも一定の優位性を保てるからである。

郷村政府は長い期間にわたって，土地の無料徴用や銀行などからの信用獲得

を可能にし，そうした経済資源に対するコントロールを通じて企業の支配権

を掌握したのである。ところが，１９９０年代に入ってから，郷鎮企業の直面す

る市場環境が大きく変わった。市場経済化が深化するなか，郷村政府は所有

者として得られるものが減り，支払うコストまたはリスクがますます増大し

た。それと同時に，郷村政府の資源調達能力が低下し，企業経営者の役割が

著しく増大してきた。郷村政府が郷鎮企業の所有者から身を引く理由は，国

からの強制でもなく地域の農民や企業の労働者からの要求でもない。市場の

形成と成熟化こそが郷村集団所有制企業の所有制改革の原動力なのである。

市場の発展は最終的に企業内部の所有構造に変化をもたらし，政治勢力に依

存した郷村政府は有能な経営者によって取って代わられた，というわけであ
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る。

一方で，社会学者は改制を通じて政府と企業の関係が根本的に変わったこ

との意味を高く評価している。邱によれば，郷鎮企業の生成・発展は特殊な

制度環境のなかで実現されたものである。初期段階では集団所有制，人民公

社制度下の管理方法，計画経済体制と消費市場の物不足などは，郷鎮企業の

発展に積極的な役割を果たした（邱［１９９９:８２―９２］）。

中国では，「集団所有」と「構成員による共同所有」は全く異なる概念で

ある。前者の場合，主要幹部が全財産に対する支配権と処分権を有する。企

業発展の初期段階では，郷村政府の強力な指導権，すなわち，地方権威主義

と権威者の存在は企業の急速な発展の必要条件であった。具体的に，!１融資

時の信用保証，!２人材獲得の信用賦与，!３集団資産に対する支配権と管理権，

!４制度供給，などの面で郷村政府は欠かせない存在であった。そうした郷村

政府と企業が互いに影響しあう過程で，一種の権威主義が形成された。しか

し，請負制から株式制への移行は，郷村政府が企業の経営活動から退出し，

政府による企業の実質的な支配が消滅することを意味する。長年にわたって

郷鎮企業に対する郷村政府の権威主義的支配は終焉の方向に向かいつつある。

大きな歴史的転換というべき現象であると，邱は主張する。

また，集団所有制が堅持されたから農工間の均衡的発展などが実現された

として，かつて大いに喧伝された蘇南モデルに対する改制プロセスの解釈や

評価についても注目すべき見解がある。顧らは，改制が基本的に成功したと

したうえで，成功の原因をイデオロギーの変化だけではなく，郷村政府が退

出できるメカニズムがあったところに求めた。第１に，改制が行われたのは，

蘇南モデルが困難な状況に陥ったことが重要な契機であり，単に人々の観念

が変化したからだけではなかった。市場化の深化と過剰経済の出現によって，

企業制度の優劣が企業の生存と発展を規定する決定的な要素となった。集団

資産を貨幣化し，しかも価値のあるうちに実物経済に対するコントロールか

ら退出した方がより多くの貨幣資本の支配権を手にすることができる，とい

う郷鎮政府の思惑がみえる，と顧らは主張する（顧・銭［１９９９:６０―６４］）。第
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２に，国有企業に比べて，郷鎮企業の改制過程において郷村政府が容易に退

出できたメカニズムも存在した。一般従業員は農地を請け負っている農民で

もあり，文化的素質が低く所有者である主体的意志も低い。仕事を保障して

くれれば所有権改革に対する抵抗がそう強くない。改制の政治的リスクは比

較的低いというわけだ（鄒・戴・孫［１９９９:５９―６５］）。第３に，企業改革が１０

年以上も経過したため，企業経営者の多くは経営ノウハウを身につけている

だけでなく，請負制の過程で巨額の財力をも蓄えてきた。集団資産の私有化

を妨げるとされた民間の財力不足は問題でなくなったのである（王［２０００:

１０］）。

蘇南モデルというのは，特定の時代的背景のもとで，郷村政府が地元の有

能者に依存し，あらゆる利用可能な経済資源を動員し，市場指向の農村工業

を興し，「政企合一」という制度的枠組みのもとで高い負債率による企業の

形成と拡張を実現し，ひいては農村工業化の進展に成功した，という事実を

言い表すものである。その命名は外部者（理論家）からのものであり，政策

的な意図が込められている。しかし，当事者はより現実的であり，問題解決

を重視する。１９８０年代には雇用創出や所得増加を企業を興す目標としたが，

今日にいたって，所有権の不明確さなどからの問題を解決するために，所有

制改革を進めるのも自然な成り行きである，という地元の行政マンの説明が

納得できる。

とはいえ，蘇南モデルにおける改制のプロセスと結果に全く問題がないわ

けではない（顧・銭［１９９９:６０―６４］）。第１にあげなければならないのは集団

資産の多くが流失してしまったという問題である。農村合作経済組織（農工

商総公司）は実質的に党政機関の職能機構であり，貨幣化された集団の資産

に対して農民たちはなんの発言権もない。情報の非対称性が存在するため，

元企業経営者は集団資産の取引のなかでほとんど不戦勝である。資産の評

価・株権の設定と配分などの過程で郷村幹部と企業経営者による裏取引が行

われるのが一般的であり，集団資産の流失が多い。第２に，改制後，「政企

一体化」が「政資一体化」に取って代わられている。民主主義が不十分にし
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か機能しない郷村レベルでは，集団資産の売却収益や土地の使用料収入，工

場・設備などのリース料収入，集団所有株の配当から構成される集団の金融

資産は実質的に郷村の主要幹部によって握られており，その使用目的や使用

過程が透明性を欠き，多くの新しい問題を抱えている。第３に私有化された

企業は信用度が低下し，金融機関からの融資が困難となっている。これは企

業のいっそうの発展を阻んでいる。

３．慎重派による改制の評価

１９９７年の第１５回党大会以降，集団資産の私有化改革が繰り広げられ，「論

争をしない」という政治的ムードのなかで，改制への一辺倒的な議論が目立

つ。しかし，結果重視・プロセス軽視の考えを厳しく糾弾する論者が全くい

ないわけではない。何清漣は権力が市場に介入し公有資産を不正に私物化す

る腐敗現象の蔓延の実態とメカニズムを克明に分析し，それが続くと中国の

改革は落とし穴に墜ちる危険性がある，と経済学者を含む知識人や全社会に

警鐘を鳴らした（何［１９９７］）。また，秦は一連の論文のなかで公有資産の私

有化過程に存在する問題を鋭く指摘したうえ，改制の進むべき方向を提示し

た（秦［１９９７a:５―７］［１９９７b:１０５―１１５］［１９９８:９９―１１０］）。慎重派の改制に対する

批判の論点を以下のようにまとめる。

第１は赤字経営や債務超過に陥っている企業の経営者には大金持ちが多い

という社会現象に対する批判である。改制以前の請負制のもとで，企業を取

り巻く内外の環境が大きく変化したため，集団所有制企業のなかから赤字を

出したものが続出し，債務超過に陥ってしまった企業も急増した。ところが，

所有権の不明確さなどが原因で，儲けがあれば企業を請け負った経営者は報

酬をたっぷり受け取るが，損を出してしまったら，それは企業の負担となる。

銀行の企業に対する融資は不良債権と化し，郷村政府はそれらに対して最終

的な責任を負わなければならない，という歪んだ現象が普遍的にみられる。

改制前の赤字企業はほとんどの場合，元経営者に売却された（一部は無償譲

第５章 郷鎮企業における所有構造改革 １６５１６５



渡）が，問題は，損失を出してきた経営者がなぜ企業を買収する財力を有す

るのか，ということである。

第２は郷村政府の権力と元企業経営者の財力の癒着構造や不完全な市場取

引の横行に対する批判である。請負制のなかで形成された元経営者の企業に

対する実質的な支配権の存在や元経営者と郷村政府（所有権の代表者）の間

に存在する企業経営に関する情報の非対称性，資産の取引市場の未発達が影

響して，集団資産の評価と競売は形式的なものになってしまい，完全な買い

手市場となっている。本来の所有者である農民や一般従業員が改制の政策決

定から排除され，郷村政府と元経営者が不透明な形で集団資産を私有化する

過程で，集団資産の流失が大規模に生じている。流失した資産は元経営者の

「原始的蓄積」となり，一部の幹部の不正収入と化した。

第３は「売地財政」（土地を売って財政収入を増やす）から「売廠財政」（企

業を売って財政収入を増やす）への批判である。民主主義がまだ不十分にしか

機能していない今日の状況下では，かつての「政企結合」に取って代わった

「政資結合」は果たして集団の資産を有効に管理・運用できるか。改制後，

集団資産の有効な管理・運用，民主主義による監督，資産流失の防止は緊急

に解決されなければならない課題となっているが，そうしたメカニズムはま

だ形成されていない。

秦は，自由主義倫理学の正義論を引用しつつ，所有権獲得の正義が取引の

正義を優先すべきだと主張する（秦［２０００:５８―６５］）。つまり，公有資産を分

配する改制の過程において所有権は関係者の間で公正かつ公平に配分されな

ければならない。不透明な形での公有資産の私有化は所有権獲得の正義を否

定するものであり，たとえその資産をもって後の市場取引が公正に行われた

としても，所有権の占有は正義的なものとはいえない。これは多くの論者が

改制の理論根拠としているコースの定理（取引コストが小さいほど，しかも取

引自体が十分に自由であれば，経済の効率が改善される）と全く矛盾しない考え

である。コースの定理は効率性の云々に関するものであり，公正や倫理のこ

とを問題にしていないからである。コース理論の特徴は，取引コストを論ず
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るが，取引の権利に全く言及しないことである。しかし，これは決して後者

が重要でないことを意味しない。コースの論ずる市場経済では取引の権利自

体が問題ではなかったからである。

ところが，市場経済の原始蓄積段階においては，取引権利の議論を回避し

取引コストばかりを論ずることは，「強盗で資本金を手にし，それで商売を

やろうとしても良い」という公有資産の私物化行為に理論的弁護を与えてし

まう。実は改制に関する議論のなかでかなり流行っている以下のような考え

方はいずれもコース理論に対する誤解に由来したものである。!１集団資産の

警護者自らが公有資産を私物化することは取引コストを節約する有効な方法

である。!２公有資産の改革過程において公衆の参加を抑制すべきだ。公共選

択にともなう取引コストは行政府と元経営者の相対取引のそれより高いから

だ。!３民主主義的な私有化は権力者の私有化よりも優れているとはいえない。

公平な分配よりも財力者への売却の方が好ましい。!４官僚資本や権力資本は

制度変遷のコストを減らせる。!５集中的な権力がまだ存在するうち，少数人

または経営者に資産の大部分を集中させ，企業内の大株主＝経営者による絶

対的支配を実現させた方が取引コストの低減に有利だ。

しかし，コース理論が提起された時代的背景は中国の現状と全く異なって

いる。前者は私有制と公民権が確立されている社会に基づいており，市場競

争の規則を正し，経済効率を最大限に上げることが問題の核心であった。そ

れに照らして，中国は，そういう社会的基礎がないなかで国家の統制から脱

出し，私有制と公民権を確立しようとしているところである。現実では，権

力と金銭の癒着による原始的資本蓄積は著しい社会的不公正を生み出してお

り，改革は新しい臨界点に近づいている，と秦は指摘する。

おわりに

１９９０年代半ばから本格化した改制は，大きな地域性を有しながら，以下の
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特徴がみられる。すなわち，私有経済を土台に成長した「温州モデル」のよ

うな地域では，家内工場→合作制または株式合作制→株式制へと企業の所有

と経営の形態が次第に近代企業制度の方向に比重を上げてきている。それに

対して，集団所有制企業（なかには本来は私有企業だが，集団所有制企業を偽

装している，いわゆる赤い帽子をかぶった企業が多く含まれている）を中心とし

た「蘇南モデル」のような地域では，キャンペーン式の上から下への急進的

な改制，しかも最初から近代的企業制度の導入を目標とした改制が推し進め

られ，改制の基本方向は企業財産の所有権の明確化と私有化，行政と企業の

分離ということができる。

ところが，郷村企業の改制過程において，本来の所有者であるはずの農民

たちは改制の過程にほとんど参加できない状態にある。郷村の幹部と企業経

営者の間で相互に有利な取引さえ成立できれば，改制が可能となった。この

ような所有者不在の改制は透明性を欠き，大きな社会的不公平をともなって

いる。今後，中国は公平競争の市場経済に移行するか，不公平の偽競争に陥

るか。これからが正念場である。

〔注〕

!１ 「蘇南モデル」とは改革開放以降，郷鎮や村など集団所有制の郷鎮企業が急
速な成長を遂げてきた一方で，「以工補農」（工業部門の経営収入の一部で農

業部門を支援する），農村の都市化，地方政府主導の経済発展などを特徴とす

る，江蘇省南部（厳密にいうと蘇州市，無錫市と常州市）の経済発展方式を

指していう。

!２ 村民委員会は自治組織であり，行政の末端組織ではない。しかし，村レベ

ルの組織構造や上級組織との関係からすれば，村を実質的な行政組織とみな

すことも可能である。説明の便宜上，本章では「郷村政府」という表現を使

うことにする。なお，「郷」を使う際に同レベルの鎮も含まれる。

!３ 農業部編『中国郷鎮企業年鑑 １９９９年』中国農業出版社，１９９９年による。

なお，本章では数字の出所が明記されない場合に，すべて同年鑑の各年版よ

り算出される。

!４ 厳［１９９７: 第９章］を参照せよ。

!５ 郷鎮企業における資本による労働の代替について，Meng［２０００: ３６―
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７８］，参照。

"６ １９８０年代後半の中国では，郷鎮企業の急速な成長は「異軍突起」という表

現で賞賛されただけでなく，農業生産請負制に続いた農民のもう一つの創造

だと讃えられていた。

"７ 郷鎮企業の成長モデルについては厳［１９９７: 第８章］を参照されたい。

"８ 中国語では「股!合作制」と呼ばれ，資本の連合による株式制と労働の連
合による合作制の混合体とされている。詳しくは張・苑・国・潘［１９９８: １５―

３１］を参照されたい。

"９ 前掲『中国郷鎮企業年鑑 １９９９年』pp.２９０―３０４を参照。

"１０ 詳しくは国務院農研中心試験区弁公室［１９９０］を参照されたい。

"１１ 農業部編『中国農業年鑑』中国農業出版社，各年版および前掲『中国郷鎮

企業年鑑』各年版を総合したものである。

"１２ これはかつて郷鎮企業の経営利益の大きな源泉でもあった。最も典型的な

例として，税制の問題を利用して本来払うべき税金を過少申告することがあ

げられる。

"１３ 秦［２０００:５８―６５］によれば，盛洪をはじめとする強力な論客たちはコース

の取引費用理論を援用して公共資産の私有化の正当性を主張している。

"１４ １９９８年の農業部の統計では，企業の売却，合併・破産，企業集団の設立な
ども所有制改革の範疇とされている。しかし，それぞれの明確な定義や相互

関係については不明な点がある。

"１５ 株式会社制に改造された郷村企業も当然あるが，統計上それを区別するこ

とができない。実際の改制郷村企業の比率は９．２％より高い。

"１６ 一部の地域では，国から減免された税金は国からの投資として株式化され

ている。

"１７ １９９９年９月に，蘇州市呉江市の農村工作部，郷鎮企業局，農工商総公司，
企業経営者などを対象に，郷鎮企業の経営状況，所有制改革の進展状況や問

題点などについて聞き取り調査を行い，関係の文献資料も収集した。

"１８ 蘇州市農村経済研究会［１９９９:４９―５３］はそうした現象を「入股怕失利，不

入股怕失業」と表現した。一般従業員の改制に対する心情が非常に複雑であ

ることがよく分かる。

"１９ この部分は，科研費国際学術研究助成金で行った現地調査からの資料に基

づいている（平成１１／１２年度，「中国農村の市場化と郷鎮企業の変容」，代表者

は神戸大加藤弘之教授）。

"２０ 聞き取り調査の資料のほかに，朱・孫編［１９９９］も参照した。

"２１ 企業経営者は企業に対する絶対的な支配を強めるために，最初従業員など

に売却された株を買い戻そうとする。王［２０００］は蘇南で起きた興味深い実

例を紹介している。
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!２２ 同調査では本来の所有者である農業従事の農民の意見が反映されていない。

!２３ 回答者が改制後も企業に残っている者であるという事実を考えると，当然

の結果といえよう。改制で仕事を失った元従業員の考えはこの調査では分か

らない。実際に改制の過程で多くの従業員はリストラされている。
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